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全国建設労働組合総連合（全建総連）

労務費基準・CCUSレベル別年収を活用した、

全建総連「賃上げチャレンジミッション」の取り組み
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全建総連「賃上げチャレンジミッション」
１．目的
〇100万人国会請願署名採択の歴史的成果を仲間の確信とするため、物価高騰を上回る賃上
げの実現、第三次・担い手3法の具体化を図ることを最重点課題とし、建設従事者の賃金・単価
の引き上げ、処遇改善、働き方改革対応、CCUS利活用等を更に前進させ、2029年に想定され
る、「第四次・担い手3法」改正に向けた賃上げ運動の構築を図り、担い手確保・育成の環境整
備等を実現し、持続可能な建設産業への転換をめざす。

〇全ての立場・丁場における共通の具体的手順・方法などを明確に示すことで、組合員が「要
求・請求・交渉」の具体的1歩を踏み出すことができる環境づくりを推進し、具体的成果の獲得を
めざす。仲間の経験・確信を得ることで、運動の前進、組合への結集・組織化を図る。

2．目標・計画（第一次）
〇1日8時間・週40時間（週休2日）の就労で、国交省CCUSレベル別年収（標準値）以上をめざす。
そのために、適正な労務費（労務費に関する基準）を確保し、適正な賃金支払い（CCUSレベル別

年収等）を実行するため、労働契約締結、標準見積書の作成、書面による請負契約締結の徹底
を図る。

〇66期目標として、現状から最低限10％（1割）以上の賃金・単価引き上げ獲得をめざす。賃金
実態調査により目標達成の確認を行う。

〇労働契約締結・標準見積書作成・書面による請負契約等について、現状から10％（1割）以上
の増加をめざす。賃金実態調査により目標達成の確認を行う。
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全建総連「賃上げチャレンジミッション」

全ての丁場（町場・住宅企業現場・野丁場）共通で取り組むべきミッション

労働者 □書面による労働契約を締結し、賃金・労働時間など自身の労働条件の確認、建退共加入獲得
□CCUS登録、レベル判定推進、就業履歴蓄積の環境を求め、建設技能者としてのキャリア形成推進
□36協定等をきっかけとした労使協議の場の設定、適正な割増賃金の支払い、就業規則（ルール
ブック）作成を求め、CCUSレベル別年収（標準値）以上の賃金交渉・獲得
□働き方改革関連法の順守、収入減を招かない給与形態・週休2日の交渉・獲得
□資格取得・能力評価等の推進を求め、CCUSレベル別手当などの交渉・獲得

一人親方 □CCUS登録、レベル判定、就業履歴蓄積して建設技能者としてのキャリア形成推進、建退共加入

□自身の生活・経営を守るために、特に町場での「労務費に関する基準」・適正工期・必要経費等を
明示した標準見積書作成、請負契約（コミットメント条項等を明示した契約）の書面締結を徹底
□物価高騰等を考慮し、経費の根拠を示した価格転嫁交渉を推進し、単価引き上げ、CCUSレベル別
年収（標準値）以上の報酬分の確保
□「一人親方働き方チェックシート」を活用した、請負と雇用の明確化を図り、適正契約推進
□改正建設業法、フリーランス新法の周知と個人請負契約の適正取引推進

事業主 □CCUS登録、レベル判定、就業履歴蓄積の環境整備、建退共加入など、労働者の処遇改善を推進
□労働者と書面による労働契約を締結し、労使で労働条件の確認、明確化を推進
□36協定等をきっかけとした労使協議の場の設定、適正な割増賃金の支払い、就業規則（ルール
ブック）作成を進め、CCUSレベル別年収（標準値）以上の賃金をめざし、担い手確保を推進

□「労務費に関する基準」・適正工期・雇用に伴う必要経費等を明示した標準見積書作成、請負契約
（コミットメント条項等を明示した契約）の締結、物価高騰等を考慮した、根拠を示した価格転嫁交渉
□働き方改革関連法の順守、収入減を招かない給与形態・週休2日実現、国の助成金等の活用
□改正建設業法、フリーランス新法に基づいた適正取引による処遇改善の推進

全建総連作成の資料等を活用して、地域の実情に応じて賃上げの具体的１歩を進めよう
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全建総連「賃上げチャレンジミッション」

全ての丁場（町場・住宅企業現場・野丁場）共通で取り組むべき
ファーストミッション

労働者 □書面による労働契約を締結し、賃金・労働時間など自身の労働条件の確認、建退
共加入獲得。

□CCUS登録、レベル判定推進、就業履歴蓄積の環境を求め、建設技能者としての
キャリア形成推進。

一人親方 □CCUS登録、レベル判定、就業履歴蓄積をして建設技能者としてのキャリア形成推進、
建退共加入。

□自身の生活・経営を守るために、特に町場での労務費基準以上の労務費（公共工
事設計労務単価水準）・適正工期・必要経費等を明示した標準見積書（一人親方向
け）作成、書面での請負契約の締結を徹底。

事業主 □CCUS登録、レベル判定、就業履歴蓄積の環境整備、建退共加入など、労働者の処
遇改善を推進。
□労働者と書面による労働契約を締結し、労使で労働条件の確認、明確化を推進。

□労務費基準以上の労務費、必要経費、適正工期を明示した標準見積書（小規模企
業向け）作成、書面での請負契約（全建総連版）の締結を徹底。

今すぐ取り組むべき「ファーストミッション」
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全建総連「賃上げチャレンジミッション」

対象 組合（組織）として取り組むべき主なミッション

組織内 □全ての組合運動・取り組みと結合した「改正担い手3法」「労務費に関する基準」「CCUS利活用
（ICT化）」の周知・学習

□事業主、一人親方組合員を対象とした、適正な労務費・工期・必要経費の確保、適正な賃金支
払いに向けた、標準見積書作成、請負契約締結、働き方改革対応、CCUSレベル別年収、建退共、
国の助成金活用の学習会等の実施
□働き方改革対応を含めた、根拠を示した適正な価格転嫁交渉の推進、環境整備
□労働者の組合員を対象とした、労働法の学習会実施
□青年層組合員への賃上げ対策の強化
□職種別熟練度別賃金（報酬）の推進、職種別の組織化、労働協約締結の実践推進
□請負的就労者の労働者性の確立、建設技能者の雇用制度の確立
□改正労働安全衛生法等に基づく、労働環境の改善

行政・議会、
業界団体、地
域建設業者
等

□「インフラ整備の担い手」「地域の守り手」として、地域産業政策における「絶対必要産業」とし
ての建設業の位置づけの明確化、地域の建設技能者の雇用維持改善、建設業者の振興施策等
の具体化、「改正担い手3法」「労務費に関する基準」「CCUS利活用（ICT化）」「CCUSレベル別年
収」の周知、現場での具体的施策実施の要請
□働き方改革対応を含めた、根拠を示した適正な価格転嫁施策等の要請
□改正担い手3法の実効性を図るための「公契約条例」制定運動の強化
□コミットメント制度の活用、発注者・元請責任の明確化・具体的施策等の要請・交渉等の実施

消費者等 □全ての組合運動・取り組みと結合した「改正担い手3法」「CCUS」への理解・周知
□建設業の担い手確保・育成のための「標準賃金」「労務費に関する基準」「CCUSレベル別年収」
等への理解・周知
□機関紙、SNS等を活用した積極的な賃上げ情報、要求・請求・交渉事例等の発信など

組合（組織）として、組合員の賃上げチャレンジの環境づくりを後押ししよう
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全建総連版小規模企業向け標準見積書の構成

この見積書は、「鑑（かがみ」と「各明細書」があります。明細書シートを順に入力し見積書を作成してください。
建設業法第20条第１項等により、見積書において特に内訳明示する事とされている経費（法定福利費、安全衛生経費、建
退共掛金）を適切に算出し、鑑に明示できるようにしています。

「鑑（かがみ）」 「各明細書」

材料費・労務費等、法定福利費・建退共掛金、安
全衛生経費、諸経費の４つの明細シートで構成

見積書の「鑑」シート。この鑑シートを基本に、
実情に応じて明細書を任意で選択して活用
してください。
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内訳明示する経費
見積書合計金額（税抜）（A）のうち建設業法第20条第１項等により、見積書において
特に内訳明示することとされている経費※の金額を記入してください。
※内訳明示することとされている経費

上記５つの経費の額について、受注者が通常必要と認められる額を著しく下回るように見
積もること及び注文者が通常必要と認められる額を著しく下回ることとなるように変更依頼す
ることは、建設業法第20条第２項、第６項において禁止されています。

また、注文者には、建設業法第20条第４項により、本見積書の内容を考慮する努力義
務が課されています。

見積書作成における全体の算出の流れ（1/3）

労務費に関する備考欄

歩掛について特記事項がある場合などに記入してください。

参考欄（自由記載）※不必要な場合は削除して使用ください。

建設労働者の雇用に伴う必要経費等（労務費等を除く）の合計を記入することができます。

★「建設労働者の雇用に伴う必要経費」について、必要額を計上しない、又は請負代金からこ

れを値引くことは建設業法上不当行為となり得ることに留意する必要があります。

経 費

材料費 工事の施工に直接使用される材料の調達費用

労務費
現場の技能労働者の賃金の原資に相当する部分を指し、法定福利費（事業主
負担分）等は含まれない

法定福利費
健康保険料、介護保険料、厚生年金保険料、子ども・子育て拠出金、雇用保
険料のうち、現場労働者の事業主負担分

建退共掛金
建退共掛金は受注者や再下請事業者が加入事業者であり、元請等が証紙等
交付事務を受託していない場合のみ計上

安全衛生経費
労働安全衛生法等に基づく労働災害防止対策に必要な経費
※安全衛生経費は労務費等と一部重複することがある
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全建総連版一人親方向け標準見積書の構成

「鑑（かがみ）」 「請求根拠シート」 「明細書」

この見積書は、「鑑（かがみ）」「請求根拠シート」「明細書」があります。請求根拠シート、明細書を入力して
見積書を作成してください。取引先には、「鑑」の提出を基本として、実情に応じて明細書を活用してください。
建設業法第20条第１項等により、見積書において特に内訳明示する事とされている経費（安全衛生経費、建退共掛金）
を適切に算出し、鑑（別紙）に明示してください。
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内訳明示する経費
見積書合計金額（税抜）（A）のうち建設業法第20条第１項等により、見積書において
特に内訳明示することとされている経費※の金額を記入してください。
※内訳明示することとされている経費

上記４つの項目の額について、受注者が通常必要と認められる額を著しく下回るように見
積もること及び注文者が通常必要と認められる額を著しく下回ることとなるように変更依頼す
ることは、建設業法第20条第２項、第６項において禁止されています。

また、注文者には、建設業法第20条第４項により、本見積書の内容を考慮する努力義
務が課されています。

見積書作成における全体の算出の流れ（1/2）

経 費

材料費 工事の施工に直接使用される材料の調達費用

労務費
労務費基準に基づいた、現場技能者の労務報酬（賃金相当）の部分を指し、
ここでは法定福利費相当額（建設国保料、国民年金保険料）等を含みます。

建退共掛金

一人親方は任意組合に加入して、建退共掛金を自己負担することで、建退共制
度に加入することができます。ゼネコン・住宅企業等の現場では、元請が掛金（証
紙・電子ポイント）を負担する現場があります。実情に応じて建退共掛金を算出
します。

安全衛生経費
労働安全衛生法等に基づく労働災害防止対策に必要な経費
※安全衛生経費は労務費等と一部重複することがある
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ゴム標識豊島藁飽き談義鎚昆』跨ぎもた
◎◎労務費の「基準」が示されました 唖題圃回団

. 発 ー・元構
中央建設業審議会により「労務費に関する基準」が作成・勧告さ

れました(2025年12月2日)。

この基準は、第三次・担い手3法の全面施行日に合わせて実効性
を持つよう勧告され、施行後は著しく低い労務費での見積りや契約
が禁止される仕組みとなっています。

・技能労働者の賃金水準を踏まえた客観的な基準
0 兄叢り・契約でコこすべき=くi;

●気金引き上げを現場まて行き叢らせるための根拠 となります。
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受発注 適正水準を転嫌 適正な賞金を支払い

父労務費基準を著しく下回る見積りは、法律上問題となる行為と明確化されました。
炎「いくらが妥当か分からない」時代は終わりです。
炎元請・下請を問わず、技能労働者の賃金を確保する責任が求められます。

◎◎ CCUSのレベル別年収も示されました
建設キャリアアップシステム処遇改善推進協掻会 (国土交通省)で建設キャリアアップシス
テム (CCUS) におけるレベル別年収が示されました (2025 年 12月4日)。

/△"
▽
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労務費の基準と
第三次・担い手 3法は‐

CCUS レベルに応じた賃金・

単価確保を進めるための
強力な後押しです。

メー レベ jl÷1 レベル÷2 レベリレ3 レベリレ4
(標準値~目標値)

385~523 万円以上

(下記を鐘生え作成〉 ※ブロック別(全分駒

(壌準値~目復位)

420~587 万円以上

(復準値~目標値)

△ 44~645 万円以上

(槙準値~目橿値)

550~719 万円以上

0建股キャリアアップシステム(〔〔US)の能力評価に応じた賃金の実
態を艶主え、公共工事設計労務単価が賃金として支払われた場合
に考えられるレベル別年収を算出。
9 レベル別年収の試算の公表を通じて、技能者の経験に応じた処遇
と、若い世代がキャリアバスの見通しを持てる産業を目指す。

の目標値と標準値の2つの水準の値を校定し‐適正な賃金として目標
値以上の支払いを推奨するとともに、橿準値を下回る支払い状況
の事業者については、防炎契約において労務費ダンピングの恐れ
がないか重点的に確認する。
※本資料に示す食覆に法的拘束力はなく、支払いを萱霧付けるものではありません.

総価一式
からの脱却●労務費の基準を活用した見積り(要求)・請求・交渉
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公契約条例一覧表（類型別）

類型 都道府県 自治体名 公布日
施行日
（※改正）

審議会
設置

全建総連
委員

埼玉県 草加市 2014/9/17 2015年4月 ○ ◎複数

埼玉県 越谷市 2016/12/22 2017年4月 ○ ○

千葉県 野田市 2009/9/30 2010年2月 ○ ○

千葉県 我孫子市 2015/3/24 2015年10月 ○ ○

東京都 千代田区 2014/3/20 2014年10月 ○ ○

東京都 新宿区 2019/6/21 2019年10月 ○ 〇

東京都 目黒区 2017/12/7 2018年10月 ○ ○

東京都 世田谷区 2014/9/30 2015年4月 ○ ○

東京都 渋谷区 2012/6/22 2013年1月 ○ ○

東京都 足立区 2013/9/30 2014年4月 ○ ○

東京都 杉並区 2020/3/16 2020年8月 〇 ○

東京都 江戸川区 2021/6/22 2021年10月 〇 〇

東京都 中野区 2022/3/28 2022年4月 〇 〇

東京都 北区 2022/6/21 2023年7月 〇 〇

東京都 墨田区 2023/9/27 2024年4月 〇 〇

東京都 台東区 2024/1/10 2024年4月 〇 〇

東京都 文京区 2024/6/27 2024年7月（一部） 〇 〇

東京都 品川区 2024/12/6 2025年4月（一部） 〇 〇

東京都 豊島区 2025/10/27 2025年10月 〇 〇

東京都 港区 2026年4月（一部） 〇

東京都 大田区 2026年4月（一部） 〇

東京都 立川市 2025/10/1 2026年4月 〇 ◎複数

東京都 日野市 2018/3/31 2018年10月 ○ ◎複数

東京都 国分寺市 2012/6/28 2012年12月 ○ ○

東京都 多摩市 2011/12/22 2012年4月 ○ ○

東京都 三鷹市 2025/12/18 2026年4月（一部） 〇 〇

東京都 府中市 2026/3/13 2026年4月（一部） 〇

神奈川県 川崎市 2010/12/21 2011年4月 ○ ○

神奈川県 相模原市 2011/12/26 2012年4月 ○ ○

神奈川県 厚木市 2012/12/25 2013年4月 ○ ○

愛知県 豊橋市 2015/12/17 2016年4月 ○

愛知県 豊川市 2018/9/27 2019年2月 ○

愛知県 みよし市 2023/12/20 2024年2月 〇

三重県 津市 2017/12/21 ※2022年12月 ○ ○

兵庫県 三木市 2014/3/31 2014年7月 ○ ○

兵庫県 加西市 2015/3/25 2015年9月 ○ ○

兵庫県 加東市 2015/7/1 2015年10月 ○ ○

高知県 高知市 2014/9/26 2015年10月 ○ ○

福岡県 直方市 2013/12/20 2014年4月 ○ ○
9都県 39 39 36

賃
金
条
項
が
盛
り
込
ま
れ
た
条
例

北海道 旭川市 2016/12/13 2016年12月 意見聴収

青森県 八戸市 2020/9/24 2021年4月

青森県 おいらせ町 2021/9/13 2022年4月

2015/3/27 2016年4月 ○

岩手県 花巻市 2017/12/7 2018年4月

岩手県 北上市 2018/12/21 2019年4月

秋田県 秋田市 2013/3/21 2014年4月

秋田県 由利本荘市 2017/12/22 2018年4月 意見聴収

秋田県 にかほ市 2023/3/22 2023年4月 意見聴収

2008/7/18 2008年7月 （評議委）

福島県 郡山市 2016/12/21 2017年4月 ○ ○

群馬県 前橋市 2013/3/29 2013年10月

群馬県 玉村町 2023/3/20 2023年4月

東京都 葛飾区 2021/3/26 2021年4月

東京都 東村山市 2024/12/27 2025年4月

石川県 加賀市 2016/3/22 2016年7月 意見聴収

2014/3/20 2014年4月 ○ ○

長野県 長野市 2020/12/25 2021年4月 協議の場

松本市 2023/6/30 2023年7月 〇 〇

静岡県 2021/3/17 2021年3月

2015/3/24 2015年4月 意見聴収

岐阜県 大垣市 2016/3/24 2016年4月 意見聴収

岐阜県 高山市 2017/12/21 2018年4月 意見聴収

岐阜県 岐阜市 2020/3/30 2020年4月 意見聴収

岐阜県 飛騨市 2021/3/22 2021年4月 意見聴収

2016/3/29 2016年4月 協議の場

愛知県 碧南市 2017/3/25 2017年7月

愛知県 大府市 2018/3/27 2018年4月

愛知県 尾張旭市 2017/12/25 2018年4月 意見聴収

愛知県 田原市 2018/12/20 2019年4月

愛知県 豊明市 2020/2/1 2020年2月

愛知県 西尾市 2020/3/26 2020年4月

愛知県 東郷町 2020/3/24 2020年4月 意見聴収

愛知県 岡崎市 2019/12/23 2020年4月 協議の場

愛知県 瀬戸市 2021/6/25 2021年10月 意見聴収

愛知県 日進市 2021/9/30 2022年3月 意見聴収

愛知県 長久手市 2021/10/7 2022年3月 意見聴収

愛知県 幸田町 2021/12/17 2022年4月 意見聴収

愛知県 豊田市 2021/12/28 2022年4月

愛知県 知立市 2022/4/1 2022年4月

愛知県 蒲郡市 2023/3/23 2023年7月 意見聴収

愛知県 高浜市 2023/3/24 2023年4月

愛知県 常滑市 2023/3/31 2023年4月

三重県 四日市市 2014/10/6 2015年1月 ○ ○

滋賀県 2021/10/15 2022年4月 ○

京都府 京都市 2015/11/11 2015年11月 （審査委員会）

京都府 向日市 2018/3/23 2018年4月

兵庫県 尼崎市 2016/10/21 2016年10月

兵庫県 丹波篠山市 2018/12/26 2019年4月 ○

2014/7/10 2015年4月 ○

奈良県 大和郡山市 2014/12/18 2015年4月 ○

和歌山県 湯浅町 2017/3/30 2017年3月

広島県 庄原市 2018/12/28 2019年4月 意見聴収

香川県 丸亀市 2016/3/29 2016年4月

熊本県 2022/10/12 2023年4月 意見聴収

熊本市 2025/9/25 2026年4月 情報共有、意見交換

2018/3/28 2018年4月 （契約審議会）

那覇市 2020/3/26 2021年4月 ○
23都道府県 58 4

奈良県

岩手県

公
契
約
の
総
則
的
事
項
を
規
定
（

賃
金
条
項
な
し
）

山形県

長野県

岐阜県

愛知県

沖縄県 11
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